
令和 5年9月15日厚生労働省公表により、感染拡大への対応や医療提供体制の状況等の
検証の結果に基づき、新型コロナウイルス治療に関する特例措置は、９月末までを目途と
しました。10 月以降より、外来治療薬 /入院医療費は以下の通りです。

外来治療薬 入院医療費
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コロナ治療薬の費用は
全額公費支援
（外来・入院）

高額療養費制度の
自己負担限度額から
２万円を減額

新型コロナウイルス感染症治療薬
・経口薬のラゲブリオ 
・パキロビッド
・ゾコーバ

高額療養費制度の
自己負担限度額から
１万円を減額

１割の方　３,０００円
２割の方　６,０００円
３割の方　９,０００円

新型コロナウイルス感染症に関する
治療費のお知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する
治療費のお知らせ

https://www.mhlw.go.jp/content/001147042.pdf
上記厚生労働省ホームページより抜粋


